
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－114764
(P2003－114764A)

(43)公開日 平成15年4月18日(2003.4.18)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �G�0�6�F  3/033   360

   �G�0�2�F  1/1333  

   �H�0�1�H 13/02    

   � � � �  13/70    

   �G�0�6�F  3/033   360 H

   �G�0�2�F  1/1333  

   �H�0�1�H 13/02    A

   � � � �  13/70    E

�2�H�0�8�9

�5�B�0�8�7

�5�G�0�0�6

審査請求 未請求 請求項の数 9ＯＬ（全 13数）

(21)出願番号 特願2001－308307(P2001－308307)

(22)出願日 平成13年10月4日(2001.10.4)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 中西 朗

大阪府門真市大字門真1006番地  松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 山上 修凡

大阪府門真市大字門真1006番地  松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 タッチパネルおよびこれを用いた電子機器

(57)【要約】
【課題】  液晶表示素子等の表示面側に装着され、表示
内容と対応した操作で所定信号が入力できるタッチパネ
ルに関し、タッチパネルの黄色味を低減でき、品格が良
く、カラー表示装置上に用いても色変動が少なく違和感
のないものを提供することを目的とする。
【解決手段】  第二透明基板１４として、透明導電膜付
き透明基板としての分光透過率ピークが５００ｎｍ以下
になるような色相調整膜を有するものを使用し、それを
第一透明基板１１と対向配置して、ＪＩＳ  Ｚ  ８７２
９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値が２．０以下の
タッチパネルとしたため、タッチパネルの黄色味を低減
でき、品格が良く、カラー表示装置上に用いても色変動
が少なく違和感のない色となるタッチパネルが得られ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  上面に第一透明導電膜が形成された下側
基板としての第一透明基板と、前記第一透明基板と所定
の間隔を保持して配設され、前記第一透明導電膜に対向
する面に第二透明導電膜が形成された上側基板としての
プラスチック製の第二透明基板を有するタッチパネルで
あって、その色相が、ＪＩＳ  Ｚ  ８７２９によるＬ*

ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値が２．０以下のタッチパネ
ル。
【請求項２】  第一透明基板の下面、第一透明導電膜と
前記第一透明基板間、第二透明導電膜と第二透明基板
間、前記第二透明基板の上面の少なくとも一つに薄膜の
光学干渉作用による色相調整膜を設け、この色相調整膜
によって、色座標ｂ*値が２．０以下に調整された請求
項１記載のタッチパネル。
【請求項３】  色相調整膜によって、可視光線分光透過
率ピークが５００ｎｍ以下になるように設定されて色座
標ｂ*値が２．０以下に調整された請求項２記載のタッ
チパネル。
【請求項４】  第一透明基板の下面、第一透明導電膜と
前記第一透明基板間、第二透明導電膜と第二透明基板
間、前記第二透明基板の上面の少なくとも一つに第一お
よび第二透明導電膜の色相と補色の関係にある着色剤を
含有する層が設けられるか、または前記第一または第二
透明基板の少なくとも一方が、前記第一および第二透明
導電膜の色相と補色の関係にある着色剤が含有されたも
ので構成され、この着色剤の作用によって、色座標ｂ*

値が２．０以下に調整された請求項１記載のタッチパネ
ル。
【請求項５】  第一透明基板および第二透明基板が、と
もにプラスチックのフィルムまたはシートにより構成さ
れた請求項１記載のタッチパネル。
【請求項６】  第一透明基板の下面あるいは第二透明基
板の上面の少なくとも一方に、薄膜の光学干渉作用によ
る色相調整膜を有する第三透明基板を貼り合わせ、前記
第三透明基板の色相調整膜によって、色座標ｂ*値が
２．０以下に調整された請求項１記載のタッチパネル。
【請求項７】  薄膜の光学干渉作用による色相調整膜に
よって、可視光線分光透過率ピークが５００ｎｍ以下に
なるように設定され、色座標ｂ*値が２．０以下に調整
された請求項６記載のタッチパネル。
【請求項８】  第一透明基板の下面あるいは第二透明基
板の上面の少なくとも一方に、第一および第二透明導電
膜の色相と補色の関係にある着色剤を含有する層を有す
る第三透明基板を貼り合わせるか、第一透明基板の下面
あるいは第二透明基板の上面の少なくとも一方に貼り合
わせられた第三透明基板が、第一および第二透明導電膜
の色相と補色の関係にある着色剤が含有されたもので構
成され、この着色剤の作用によって、色座標ｂ*値が
２．０以下に調整された請求項１記載のタッチパネル。
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【請求項９】  請求項１記載のタッチパネルが液晶表示
素子の表示面側に配設され、前記タッチパネルへの操作
により得られる所定信号を制御回路部で判定して所定機
能を動作させる電子機器であって、前記タッチパネルと
前記液晶表示素子の偏光板とのＪＩＳ  Ｚ  ８７２９に
よるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値の和が３．０以下で
ある電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置等の
表示面側に装着され、表示内容と対応してペンまたは指
による押圧操作で所定信号が入力できるタッチパネルお
よびこれを用いた電子機器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、表示内容と対応してペンまたは指
による押圧操作で所定信号を入力することができるタッ
チパネルを搭載する電子機器が増えている。
【０００３】このような従来のタッチパネルについて、
以下に図面を用いて説明する。
【０００４】なお、図面においては構成が理解し易いよ
うに厚み方向の寸法を拡大して示している。
【０００５】図１０は従来のタッチパネルの断面図であ
る。
【０００６】同図において、１は、ガラス、プラスチッ
クのフィルム、あるいはプラスチックのシート等からな
る下側基板としての第一透明基板、２は、第一透明基板
１の上面側にスパッタリング等によって形成された酸化
インジウム・スズ（以下ＩＴＯという）あるいは二酸化
スズ（以下ＳｎＯ
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という）等からなる第一透明導電膜

であり、その第一透明導電膜２上には、絶縁性のエポキ
シ樹脂等による微小寸法のドットスペーサ３が所定ピッ
チで設けられている。
【０００７】４はＩＴＯあるいはＳｎＯ

2
等からなる第

二透明導電膜５が下面側に形成されたガラス、プラスチ
ックのフィルム、あるいはプラスチックのシートからな
る上側基板としての第二透明基板である。
【０００８】そして、この第一透明基板１および第二透
明基板４は、第二透明導電膜５が、第一透明導電膜２と
所定の間隔を保って絶縁された対向状態に配され、両者
は、絶縁パターン、電極パターン、配線パターン、粘着
パターン等が構成された外周部６で接着されている。
【０００９】また、第二透明基板４の上面側には、ペン
または指での操作時において第二透明基板４に発生し易
いキズなどを保護するために、アクリル系樹脂からなる
鉛筆硬度３Ｈのハードコート層７が設けられている。
【００１０】そして、８は第一透明導電膜２および第二
透明導電膜５からの導出信号を外部回路に伝達するため
に外周部６に接着固定されたフレキシブル配線板で、そ
のテール部が外部回路（図示せず）に接続されるもので
ある。
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【００１１】従来のタッチパネルは、上記のように構成
されるものであり、次にその動作について説明する。
【００１２】まず、第二透明基板４上方から指またはペ
ンで所定位置を押圧操作することによって、第二透明基
板４はその操作部分を中心として部分的に下方に撓み、
当該箇所の第一透明導電膜２と第二透明導電膜５とが接
触する。
【００１３】このとき、上記操作による当該箇所以外
は、ドットスペーサ３で規制され、非接触の状態を維持
している。
【００１４】そして、上記入力操作位置は、第一透明導
電膜２および第二透明導電膜５のそれぞれに印加された
所定の電圧に対して、その接触点での電圧比率を、フレ
キシブル配線板８を介して導出し、外部回路にて検出す
るものであった。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のタッチパネルは、ＩＴＯやＳｎＯ

2
等からなる第一

および第二透明導電膜２および５がわずかに黄色味がか
っているため、タッチパネルの色相としても黄色く見え
てしまうことがあるという課題があった。
【００１６】つまり、このタッチパネルをモノクロの液
晶表示素子上に配設した場合には、その背景色がもとも
と灰黄色から黄緑色系であるため、タッチパネルを通し
て見た液晶表示素子が少し黄色っぽく見えたり、また、
このタッチパネルをカラー液晶表示素子やカラー有機Ｅ
Ｌ等のカラー表示装置に配設した場合には、カラー表示
の色調が変動し、特に白表示に違和感が生じることもあ
るため、品格的に好評ではなく、その改善要望が強まっ
てきている。
【００１７】具体的には、黄色味の表現としては、ＪＩ
Ｓ  Ｚ  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値
（以下ｂ*値と記す。）を用い、このｂ*値は、＋の値が
大きいほど黄色味が大きく、－の値が大きいと青味が大
きくなることを示すものである。
【００１８】そして、通常、ＩＴＯ膜付きガラスのｂ*

値は＋１以上、ＩＴＯ膜付きプラスチックのフィルムま
たはシートのｂ*値は＋１．５以上となるため、第一透
明基板１がガラスで第二透明基板４がプラスチックのフ
ィルムまたはシートのタッチパネルであれば、ｂ*値は
＋２．５以上、第一および第二透明基板１および４が両
者ともにプラスチックのフィルムあるいはシートのタッ
チパネルでは、ｂ*値が＋３以上となっていた。
【００１９】このプラスチックのフィルムまたはシート
の場合でｂ*値が大きくなるのは、ＩＴＯ等の透明導電
膜成膜時に、ガラスの場合と比べて高温がかけられない
ため、透明導電膜の結晶性が低くなることに起因してい
るものであった。
【００２０】本発明は、このような従来の課題を解決す
るものであり、黄色味を減じた高品位のタッチパネルを
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提供することを目的とするものである。
【００２１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は以下の構成を有する。
【００２２】本発明の請求項１に記載の発明は、上面に
第一透明導電膜が形成された下側基板としての第一透明
基板と、前記第一透明基板と所定の間隔を保持して配設
され、前記第一透明導電膜に対向する面に第二透明導電
膜が形成された上側基板としてのプラスチック製の第二
透明基板を有するタッチパネルであって、その色相が、
ＪＩＳ  Ｚ  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標
ｂ*値が２．０以下のタッチパネルであるものであり、
タッチパネルの黄色味が少ないものであるため、品格が
良く、モノクロまたはカラー表示装置上に配設した場合
にも、前記表示装置に表示された色等の変動が少なくで
きて違和感の少ない高品位の電子機器が実現できるとい
う作用効果が得られる。
【００２３】本発明の請求項２に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明基板の下面、第一透明
導電膜と前記第一透明基板間、第二透明導電膜と第二透
明基板間、前記第二透明基板の上面の少なくとも一つに
薄膜の光学干渉作用による色相調整膜を設け、この色相
調整膜によって、色座標ｂ*値が２．０以下に調整され
たものであり、通常ＩＴＯやＳｎＯ

2
等からなる透明導

電膜は、光の波長として青系統である低波長成分（例え
ば４００～５００ｎｍ近辺）の透過率が低下して全体の
色合において黄色味が強くなる傾向があるが、色相調整
膜による薄膜の光学干渉作用によって反射光を制御して
低減させることができ、黄色味を低減させながら、かつ
光線透過率が高い品格および品位の非常に良いタッチパ
ネルを実現でき、これをモノクロまたはカラー表示装置
上に配設して用いた場合にも、前記表示装置に表示され
た色の変動が少なくできて違和感の少なく、しかも、そ
の表示がくっきりと鮮明に見えるものにできるという作
用効果が得られる。
【００２４】本発明の請求項３に記載の発明は、請求項
２記載の発明において、色相調整膜によって、可視光線
分光透過率ピークが５００ｎｍ以下になるように設定さ
れて色座標ｂ*値が２．０以下に調整されたものであ
り、請求項２記載の発明による作用に加えて、透明導電
膜に起因する低波長成分の光の透過率の低下に対して、
可視光線分光透過率ピークを５００ｎｍ以下としたた
め、上記波長成分を含めて、より効果的にタッチパネル
の黄色味が低減でき、かつ光線透過率がさらに高いもの
にできるという作用効果が得られる。
【００２５】本発明の請求項４に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明基板の下面、第一透明
導電膜と前記第一透明基板間、第二透明導電膜と第二透
明基板間、前記第二透明基板の上面の少なくとも一つに
第一および第二透明導電膜の色相と補色の関係にある着
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色剤を含有する層が設けられるか、または前記第一また
は第二透明基板の少なくとも一方が、前記第一および第
二透明導電膜の色相と補色の関係にある着色剤が含有さ
れたもので構成され、この着色剤の作用によって、色座
標ｂ*値が２．０以下に調整されたものであり、光線透
過率は若干低下するものの、黄色味が低減された品格お
よび品位の良いタッチパネルを安価に構成でき、モノク
ロ・カラー表示装置上に用いても色変動が少なく違和感
のない機器を安価に構成できるという作用効果が得られ
る。
【００２６】本発明の請求項５に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明基板および第二透明基
板が、ともにプラスチックのフィルムまたはシートによ
り構成されたものであり、黄色味が少なくて品格の良い
軽量のタッチパネルにできるため、表示装置に表示され
る色の変動が少なく違和感のない軽量の機器を容易に実
現できる作用効果が得られる。
【００２７】本発明の請求項６に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明基板の下面あるいは第
二透明基板の上面の少なくとも一方に、薄膜の光学干渉
作用による色相調整膜を有する第三透明基板を貼り合わ
せ、前記第三透明基板の色相調整膜によって、色座標ｂ
*値が２．０以下に調整されたものであり、透明導電膜
と色相調整膜とを別々の基板に設けるようにしたため、
上記各膜は、各基板の片面側に容易に形成でき、かつそ
の各膜の成膜時の調整・制御も個別に設定できるので最
適な膜質のものを容易に得ることができ、それらを組み
合せることによって、黄色味が低減された品格のよいタ
ッチパネルを比較的安価に構成できるという作用効果が
得られる。
【００２８】本発明の請求項７に記載の発明は、請求項
６記載の発明において、薄膜の光学干渉作用による色相
調整膜によって、可視光線分光透過率ピークが５００ｎ
ｍ以下になるように設定され、色座標ｂ*値が２．０以
下に調整されたものであり、請求項６記載の発明による
作用に加えて、透明導電膜に起因する低波長成分を含ん
で光の透過率を向上させたものであるため、より効果的
に黄色味が低減され、かつ光線透過率がさらに高い品格
の非常に優れたタッチパネルを容易に実現できるという
作用効果が得られる。
【００２９】本発明の請求項８に記載の発明は、請求項
１記載の発明において、第一透明基板の下面あるいは第
二透明基板の上面の少なくとも一方に、第一および第二
透明導電膜の色相と補色の関係にある着色剤を含有する
層を有する第三透明基板を貼り合わせるか、第一透明基
板の下面あるいは第二透明基板の上面の少なくとも一方
に貼り合わせられた第三透明基板が、第一および第二透
明導電膜の色相と補色の関係にある着色剤が含有された
もので構成され、この着色剤の作用によって、色座標ｂ
*値が２．０以下に調整されたものであり、透明導電膜

6
を形成する基板と、着色剤を含有する層を形成する基板
または着色剤を含有する基板とを別々に作製できるよう
にしたため、上記各膜や基板の特性の最適化が容易に図
れ、光線透過率は若干低下するものの、容易かつ安価に
黄色味が低減された品格の良いタッチパネルにできると
いう作用効果が得られる。
【００３０】本発明の請求項９に記載の発明は、請求項
１記載のタッチパネルが液晶表示素子の表示面側に配設
され、前記タッチパネルへの操作により得られる所定信
号を制御回路部で判定して所定機能を動作させる電子機
器であって、前記タッチパネルと前記液晶表示素子の偏
光板とのＪＩＳ  Ｚ  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系
の色座標ｂ*値の和が３．０以下である電子機器とした
ものであり、液晶表示素子の偏光板もタッチパネル同様
に色相を有するが、タッチパネルと合わせた色座標ｂ*

値の和が３．０以下とすることにより、タッチパネルと
液晶表示素子を合わせて黄色味が低減されたものにで
き、品格が非常に良く、色変動が少なく違和感のない表
示色となる電子機器が得られるという作用効果が得られ
る。
【００３１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図１～図９を用いて説明する。
【００３２】（実施の形態１）実施の形態１を用いて、
本発明の特に請求項１～３、５に記載の発明について説
明する。
【００３３】なお、本発明の実施の形態について、図面
においては構成が理解し易いように厚み方向の寸法を拡
大して示している。
【００３４】図１は本発明の第１の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、同図において、１１は厚さ
１．１ｍｍのソーダガラスからなる下側基板としての第
一透明基板である。
【００３５】この第一透明基板１１の上下面には、ガラ
スからのアルカリの溶出を防ぐ目的で二酸化ケイ素（以
下ＳｉＯ

2
という）膜１１Ａが形成されている。

【００３６】さらに、この上面側のＳｉＯ
2
膜１１Ａ上

には、屈折率１．９のＩＴＯからなる第一透明導電膜１
２が、２００Åの厚みで形成されている。
【００３７】なお、この第一透明基板１１、その上下面
に形成されたＳｉＯ

2
膜１１Ａおよび第一透明導電膜１

２を含む分光透過率は、可視光分光光度計にて測定する
と、特にピークを持つものではなく、ＪＩＳ  Ｋ  ７３
６１－１による全光線透過率は９４％、ＪＩＳ  Ｚ  ８
７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値が１．０の
ものであった。
【００３８】また、第一透明導電膜１２上には、絶縁性
のエポキシ樹脂等による微小寸法のドットスペーサ１３
が所定ピッチで設けられている。
【００３９】そして、１４は、厚さ１７５μｍの二軸延
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7
伸ポリエチレンテレフタレート（以下ＰＥＴという）フ
ィルムからなる上側基板としての第二透明基板であり、
この第二透明基板１４の下面には、屈折率２．２の二酸
化チタン（以下ＴｉＯ

2
という）膜１５が形成され、さ

らにこのＴｉＯ
2
膜１５下面に重ねて屈折率１．４のＳ

ｉＯ
2
膜１６が形成されている。

【００４０】この第二透明基板１４に形成されたＴｉＯ

2
膜１５、ＳｉＯ

2
膜１６は、所定の膜厚に制御されて形

成されており、両者で色相調整膜としての機能を果たす
ものである。
【００４１】なお、ＴｉＯ

2
膜１５の厚みは５００Å、

ＳｉＯ
2
膜１６の厚みは４００Åの厚みに形成されてい

る。
【００４２】さらに、そのＳｉＯ

2
膜１６の下面には、

屈折率１．９のＩＴＯからなる第二透明導電膜１７が２
００Åの厚みで形成されている。
【００４３】そして、第二透明基板１４の上面側には、
ペンまたは指での操作時において第二透明基板１４に発
生し易いキズなどを保護するために、アクリル系樹脂か
らなる鉛筆硬度３Ｈの透明なハードコート層１８が設け
られている。
【００４４】この第二透明基板１４、その下面に形成さ
れたＴｉＯ

2
膜１５とＳｉＯ

2
膜１６からなる色相調整

膜、および第二透明導電膜１７などを含む分光透過率
は、４８０ｎｍに９４％のピークを持つもので、ＪＩＳ
  Ｋ  ７３６１－１による全光線透過率は９１％、ＪＩ
Ｓ  Ｚ  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値
は－０．２のものであった。
【００４５】なお、上記第二透明基板１４の分光透過率
も、第一透明基板１１の場合と同様に、可視光分光光度
計にて測定し、分光透過率ピークはその透過率の最も高
くなる波長を読み取るものであるが、図２の実線で示す
ように、ハードコート膜１８等の光学干渉によって、１
０ｎｍ程度の短い周期でかつ透過率１～２％程度の小さ
な振幅が重なって含まれた分光透過率曲線が表れる場合
は、同図中の点線で示すように、短い周期の小さな振幅
分を平均化処理をした分光透過率曲線を求めて、そのピ
ークを分光透過率ピークとしている。
【００４６】そして、上記第一および第二透明基板１１
および１４は、第一透明導電膜１２と第二透明導電膜１
７とが約１００μｍの間隔を維持した絶縁状態に対向し
て配置され、両者は、外周部分に枠状に構成されている
外周部１９で接着されている。
【００４７】この枠状の外周部１９は、エポキシ樹脂の
絶縁パターン、Ａｇ粉とポリエステル樹脂の電極パター
ンや配線パターン、アクリル系粘着剤の粘着パターン等
を含んで構成されている。
【００４８】また、２０は、第一透明導電膜１２および
第二透明導電膜１７からの導出信号を外部回路に伝達す
るために外周部１９に接着固定されたフレキシブル配線

8
板で、そのテール部が外部回路（図示せず）に接続され
るものである。
【００４９】本実施の形態によるタッチパネルは以上の
ように構成されるものであり、その動作は、従来の技術
の項で説明したものと同様に、第二透明基板１４の上方
から指またはペンで所定位置を押圧操作することによっ
て、操作部分を中心として第二透明基板１４を部分的に
下方に撓ませ、当該箇所の第一透明導電膜１２と第二透
明導電膜１７とを接触させて、その接触点での電圧比率
をフレキシブル配線板２０を介して導出し、それを外部
回路にて検出するものである。
【００５０】次に、本実施の形態によるタッチパネルの
製造方法について簡単に説明する。
【００５１】まず、第一透明基板１１を、シリコンアル
コキシド溶液にディップしてから、４００℃で焼成し
て、その上下面などにＳｉＯ

2
膜１１Ａを形成する。

【００５２】次に、上面側のＳｉＯ
2
膜１１Ａ上に、第

一透明導電膜１２をスパッタリングによって形成し、さ
らに第一透明導電膜１２上にスクリーン印刷等でドット
スペーサ１３を所定パターンで形成する。
【００５３】一方、第二透明基板１４は、片面にロール
コータによりハードコート層１８を形成し、その後、ハ
ードコート層１８を形成していない下面側にスパッタリ
ングによって、ＴｉＯ

2
膜１５、ＳｉＯ

2
膜１６、第二透

明導電膜１７を順次重ねて形成する。
【００５４】その後、外周部１９となる絶縁パターン、
電極パターン、配線パターン、粘着パターン等を、スク
リーン印刷等で第一および第二透明基板１１および１４
のいずれか一方または両方に形成し、第二透明導電膜１
７が第一透明導電膜１２と対向し、かつ両者間が所定間
隔を維持するように、第二透明基板１４と第一透明基板
１１とを外周部１９によって貼り合わせる。
【００５５】そして、上記状態に貼り合わせたものを５
０～１２０℃程度の温度槽に入れて外周部１９を少し軟
化させることにより、外周部１９のみで貼り合わされて
いる第二透明基板１４の歪を取って第二透明基板１４の
表面平滑性を確保する。
【００５６】最後に、フレキシブル配線板２０を所定箇
所に熱圧着によって接続してタッチパネルとして完成さ
せるものである。
【００５７】このように構成されたタッチパネルは、Ｊ
ＩＳ  Ｋ  ７３６１－１による全光線透過率が８６％
で、ＪＩＳ  Ｚ  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色
座標ｂ*値が＋０．８のものにでき、全光線透過率が非
常に高くて黄色味が低減された色相を有するものにでき
た。
【００５８】なお、以下の説明では、上記ＪＩＳの番号
記載は省略する。
【００５９】これは、第二透明基板１４の色座標ｂ*値
の効果に起因するものである。
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9
【００６０】すなわち、上記各膜が形成された第二透明
基板１４に光を透過させると、図３に示すように、屈折
率が異なる界面部分でそれぞれ光の反射波が生じるが、
この第二透明基板１４には、第二透明基板１４の基材と
第二透明導電膜１７との間に低波長成分の光を高い率で
透過させる色相調整膜としてのＴｉＯ

2
膜１５とＳｉＯ

2

膜１６とを所定膜厚で設けたものであるため、結果とし
て第二透明基板１４は、図４の一点鎖線で示すように、
分光透過率ピークが、４８０ｎｍに９３％という値にで
きて第二透明導電膜１７に起因する４００～５００ｎｍ
の低波長成分の光の透過率の低下をなくせるためである
からである。
【００６１】なお、色相調整膜としてのＴｉＯ

2
膜１５

とＳｉＯ
2
膜１６との膜厚を調整制御することにより、

分光透過率値やそのピークの位置などは調整することが
でき、例えば図４に点線で示したように分光透過率値の
ピークを持たせず、４００～５００ｎｍの光の波長成分
を透過させるようにすることも可能である。
【００６２】そして、本実施の形態によるタッチパネル
は、上記のように分光透過率ピークが４８０ｎｍにある
第二透明基板１４を用いたものであるため、タッチパネ
ル全体としても、例えば４００～５００ｎｍという低波
長成分を含んで光を高い率で透過させるものにでき、こ
れによって黄色味が低減され、かつ高透過率のものにで
きるものである。
【００６３】すなわち、分光透過率値のピークが５００
ｎｍ以下に設定されたものを用いてタッチパネルを構成
することによって、効果的に黄色味が低減された色合の
ものを実現することができる。
【００６４】なお、図４に示している実線は、従来の技
術の項で説明したタッチパネルのものである。
【００６５】そして、本実施の形態によるタッチパネル
は、第一透明基板１１と第二透明基板１４との色座標ｂ
*値が加算された＋０．８のものであるため、使用機器
の表示装置（図示せず）上に配設した際に、その表示装
置がモノクロまたはカラーのいずれの場合にも、表示さ
れた色の変動が少なくできて違和感の少ないものにでき
るだけでなく、その表示がくっきりと鮮明に見えるもの
が容易に実現できる。
【００６６】なお、タッチパネルの色座標ｂ*値として
２．０以下のものであれば、上記とほぼ同様に、表示装
置に配設した時に色変動が目立ち難いものにできるが、
特に、色座標ｂ*値が＋１．０以下～－２．０以上の範
囲内のタッチパネルが特に好ましい。
【００６７】なお、第一透明基板１１のガラスとして
は、例えばその厚さは、０．２～５ｍｍ、好ましくは
０．４～３ｍｍのものが実用的である。
【００６８】また、第一透明基板１１の材質としてはガ
ラス以外に、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリオレ
フィン系樹脂、ポリシクロヘキサジエン系樹脂、ポリオ
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レフィン系樹脂等の一般的な押し出し成型、キャスティ
ング成型、あるいは射出成型によって形成された透明な
プラスチックシート、または二軸延伸ＰＥＴフィルム、
ポリカーボネートフィルム、ポリエーテルサルフォンフ
ィルム、ポリアリレートフィルム、ポリオレフィン系フ
ィルム等の透明なフィルムを用いてもよく、例えばその
厚さは０．０２５～０．５ｍｍ、好ましくは０．０７５
～０．２５ｍｍのものが実用的である。
【００６９】このとき第一透明基板１１の材質として、
プラスチックのフィルムまたはシートを用いる場合に
は、第一透明基板１１としてのｂ*値はガラスの場合に
比べて大きくなる傾向にあるため、第一透明基板１１側
にも上記同様の色相調整膜を構成して色目を調整するよ
うにしておく方がよい。
【００７０】さらに、第二透明基板１４としては、二軸
延伸ＰＥＴフィルムの他、二軸延伸ポリエチレンナフタ
レートや一軸延伸ポリエチレンテレフタレート等の延伸
フィルムの他、ポリカーボネートフィルム、ポリエーテ
ルサルフォンフィルム、ポリアリレートフィルム、ポリ
オレフィンフィルム等を用いることができ、厚さは０．
０５～０．４ｍｍ、好ましくは０．１～０．２ｍｍのも
のが実用的である。
【００７１】また、第一透明導電膜１２および第二透明
導電膜１７としては、ＩＴＯの他、二酸化スズ（ＳｎＯ

2
）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、金（Ａｕ）薄膜、銀（Ａ
ｇ）薄膜等としてもよい。
【００７２】そして、色相調整膜として形成したＴｉＯ

2
膜１５とＳｉＯ

2
膜１６に対して、高屈折率膜であるＴ

ｉＯ
2
膜１５の代わりとしては、屈折率１．７以上の材

料であるＩＴＯ膜、ＳｎＯ
2
膜、酸化ジルコニウム（Ｚ

ｒＯ
2
）膜等が用いられ、また低屈折率膜であるＳｉＯ

2

膜１６の代わりとしては、屈折率１．５以下の材料であ
るフッ化マグネシウム（ＭｇＦ

2
）膜等を用いることが

できるが、使用材料による最適膜厚は、適宜設定するこ
とが肝要である。
【００７３】また、色相調整膜としては、上述のごとく
高屈折率膜と低屈折率膜の二層から構成する必要はな
く、単層、あるいは三層以上の多層膜としてもいいし、
分光透過率ピークを５００ｎｍ以下などに設定するよう
に膜厚を調整することが重要である。
【００７４】なお、ＩＴＯは高屈折率の膜であるため、
色相調整膜が単層の場合は、低屈折材料を用いた膜と
し、多層膜の場合は高屈折膜と低屈折膜を交互に積層す
るが、透明導電膜のすぐ下に低屈折膜を位置させると効
果的である。
【００７５】さらに、上記各種の色相調整膜は、第二透
明導電膜１７と第二透明基板１４間以外に、例えば第一
透明基板１１の下面、第一透明導電膜１２と第一透明基
板１１間、第二透明基板１４の上面の少なくとも一つに
構成しておくことによって、上記に説明した同様の効果
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11
が得られるものにでき、それに加えて、その色相調整膜
を、対向配置されている両基板に各々設けたり、色相調
整膜を複数箇所に設けても良く、この場合には一層黄色
味が減じられた高透過率のタッチパネルにできる。
【００７６】（実施の形態２）実施の形態２を用いて、
本発明の特に請求項４に記載の発明について説明する。
【００７７】本発明の実施の形態についても、図面とし
ては構成が理解し易いように厚み方向の寸法を拡大して
示している。
【００７８】図５は本発明の第２の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、同図において、３１は厚さ
１．１ｍｍのソーダガラスからなる第一透明基板、３２
は第一透明基板３１上面に形成された屈折率１．９のＩ
ＴＯからなる第一透明導電膜である。
【００７９】この第一透明基板３１および、その上に形
成された第一透明導電膜３２を含む分光透過率は特にピ
ークを持つものではなく、全光線透過率は９０％、色座
標ｂ*値が２．０のものである。
【００８０】なお、本実施の形態においても第一透明基
板３１の表面にアルカリの溶出を防ぐ目的で二酸化ケイ
素（以下ＳｉＯ

2
という）膜が形成されているが、図示

およびその説明は省略する。
【００８１】そして、第一透明導電膜３２上には、絶縁
性のエポキシ樹脂等による微小寸法のドットスペーサ３
３が所定ピッチで設けられている。
【００８２】また、３４は、厚さ１７５μｍの二軸延伸
ＰＥＴフィルムからなる第二透明基板であり、この第二
透明基板３４下面には、屈折率１．９のＩＴＯからなる
第二透明導電膜３５が形成されている。
【００８３】そして、第二透明基板３４の上面側には、
ペンまたは指での操作時において第二透明基板３４に発
生し易いキズなどを保護するために、アクリル系樹脂か
らなる鉛筆硬度３Ｈの透明なハードコート層３６が設け
られており、このハードコート層３６に、着色剤として
上記第一と第二透明導電膜３２と３４の補色関係となる
青色の顔料、フタロシアンニンブルーが０．１重量％含
有されたものとなっている。
【００８４】なお、図５においては、ハードコート層３
６中に含まれるフタロシアンニンブルーを模式的に黒点
で示している。
【００８５】そして、この第二透明基板３４および、そ
れに形成された第二透明導電膜３５、ハードコート層３
６を含めた分光透過率は、４６０ｎｍに８８％のピーク
を持つものであり、全光線透過率８６％、色座標ｂ*値
が－３．０のものである。
【００８６】そして、第一透明基板３１および第二透明
基板３４は、第一透明導電膜３２と第二透明導電膜３５
とが約１００μｍの間隔を維持し絶縁された対向状態に
なるように、外周部分に枠状に構成されている外周部３
７で接着されていること、およびその枠状の外周部３７
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は、エポキシ樹脂の絶縁パターン、Ａｇ粉とポリエステ
ル樹脂の電極パターンや配線パターン、アクリル系粘着
剤の粘着パターン等を含んだ構成となっていることは実
施の形態１のものと同じである。
【００８７】また、第一透明導電膜３２および第二透明
導電膜３５からの導出信号を外部回路に伝達するため
に、外周部３７にフレキシブル配線板３８が接着固定さ
れ、そのテール部が外部回路（図示せず）に接続される
ことも同じである。
【００８８】以上のように構成された本実施の形態によ
るタッチパネルは、全光線透過率が７７％、その色座標
ｂ*値は－１．０で、黄色味がほとんど無く無色からや
や青色に近い色相を有するものにできた。
【００８９】これは、第二透明基板３４のハードコート
層３６に青色の顔料であるフタロシアンニンブルーを含
有させて色座標ｂ*値が－３．０としているものを用い
たため、その色合が透過して複合されて見えるため、上
記色相のものにできるものである。
【００９０】そして、本実施の形態によるものは、実施
の形態１によるものに対して、第二透明基板３４が少な
い膜数で構成できるので、比較的安価にできるものであ
る。
【００９１】なお、本実施の形態によるものも、タッチ
パネルの色座標ｂ*値として２．０以下のものであれ
ば、表示装置に配設した時に色変動が目立ち難いものに
できるが、特に、色座標ｂ*値が＋１．０以下～－２．
０以上の範囲内のタッチパネルが特に好ましいものであ
る。
【００９２】そして、本実施の形態によるタッチパネル
の動作については、実施の形態１によるものと殆ど同じ
であるため説明を省略する。
【００９３】なお、上記ハードコート層３６に用いた青
色の顔料であるフタロシアンニンブルーの他、青色系の
各種顔料や染料を用いてもよい。
【００９４】その配合量としては、ハードコート層３６
の樹脂分に対し０．０１～０．５重量％が好ましく、多
すぎると着色剤の色が濃厚に現れ、補色の色が勝るだけ
でなく、光線透過率が低下するため、その量は適宜設定
することが必要である。
【００９５】その他の各部材の材料などについては、実
施の形態１に記載した種々のものを用いることができ
る。
【００９６】さらに、ハードコート層３６に青色の顔料
を含有させると、より少ない膜形成回数で必要な色相の
ものが得られて最も効率的であるが、ハードコート層と
は別の膜を形成して色座標ｂ*値を変更させるようにし
てもよい。
【００９７】つまり、その形成箇所としては、第一透明
基板３１の下面、第一透明導電膜３２と第一透明基板３
１間、第二透明導電膜３５と第二透明基板３４間、第二
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透明基板３４の上面のいずれかまたはそれらの複数箇所
に、色関係や光線透過率の低下を考慮して構成すればよ
い。
【００９８】例えば、対向する基板の各々に着色剤入り
の層を構成する、つまり着色剤入りの層が二箇所の場合
には、タッチパネルの色座標ｂ*値としては合計された
ものとなるため、それぞれの着色剤入りの層の色座標ｂ
*値の設定は、タッチパネルとしての所望の値の略半分
の値で設定しておくとよい。
【００９９】なお、上記には着色剤入りの層を構成する
事例を説明したが、第一または第二透明基板自身に、第
一および第二透明導電膜の色相と補色の関係にある着色
剤を含有させたものであっても同様の効果が得られる。
【０１００】（実施の形態３）本実施の形態３は、上記
の実施の形態１で説明した本発明の請求項１～３、５の
他の構成のものを説明するものである。
【０１０１】以下、本発明の実施の形態についても、図
面としては構成が理解し易いように厚み方向の寸法を拡
大して示している。
【０１０２】図６は本発明の第３の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、同図において、４１は二軸
延伸ＰＥＴフィルムからなる第一透明基板であり、この
第一透明基板４１は、下面に形成されたアクリル樹脂系
の粘着層４２により厚さ１．０ｍｍのポリカーボネート
シートからなる透明支持基板４３によって支持されてい
る。
【０１０３】そして、第一透明基板４１上面には、屈折
率１．９のＩＴＯ膜４４および、そのＩＴＯ膜４４上面
に重ねて屈折率１．４のＳｉＯ

2
膜４５が形成されてお

り、このＩＴＯ膜４４、ＳｉＯ
2
膜４５は所定の膜厚に

制御されて形成された色相調整膜と機能するものとなっ
ている。
【０１０４】そして、このＳｉＯ

2
膜４５上面には、屈

折率１．９のＩＴＯからなる第一透明導電膜４６が構成
されている。
【０１０５】これら第一透明基板４１、その上に形成さ
れたＩＴＯ膜４４とＳｉＯ

2
膜４５からなる色相調整

膜、第一透明導電膜４６、および透明支持基板４３と粘
着層４２を含む分光透過率は４９０ｎｍに９２％のピー
クを持つものであり、全光線透過率が９１％、色座標ｂ
*値は＋０．１のものである。
【０１０６】そして、第一透明導電膜４６上には、絶縁
性のエポキシ樹脂等による微小寸法のドットスペーサ４
７が所定ピッチで設けられている。
【０１０７】一方、４８は、厚さ１７５μｍの二軸延伸
ＰＥＴフィルムからなる第二透明基板であり、その下面
には、屈折率２．２のＴｉＯ

2
膜４９が構成され、さら

にそのＴｉＯ
2
膜４９下面に、屈折率１．４のＳｉＯ

2
膜

５０が重ねて構成されている。
【０１０８】このＴｉＯ

2
膜４９、ＳｉＯ

2
膜５０も、所
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定の膜厚に制御された色相調整膜として機能し、そのＳ
ｉＯ

2
膜５０下面に、屈折率１．９のＩＴＯからなる第

二透明導電膜５１が構成されている。
【０１０９】これら第二透明基板４８、その下面に形成
されたＴｉＯ

2
膜４９とＳｉＯ

2
膜５０からなる色相調整

膜、第二透明導電膜５１を含む分光透過率は、４８０ｎ
ｍに９３％のピークを持つものであり、ＪＩＳ  Ｋ  ７
３６１－１による全光線透過率は９１％で色座標ｂ*値
は－０．２のものである。
【０１１０】そして、第二透明基板４８の上面側には、
ペンまたは指での操作時において第二透明基板４８に発
生し易いキズなどを保護するために、アクリル系樹脂か
らなる鉛筆硬度３Ｈのハードコート層５２が設けられて
いる。
【０１１１】そして、透明支持基板４３によって支持さ
れた第一透明基板４１と第二透明基板４８とは、第一透
明導電膜４６と第二透明導電膜５１とが約１００μｍの
間隔を維持した絶縁状態になるようにして、外周部分に
枠状に構成されている外周部５３で接着されて対向配置
されている。
【０１１２】この枠状の外周部５３は、エポキシ樹脂の
絶縁パターン、Ａｇ粉とポリエステル樹脂の電極パター
ンや配線パターン、アクリル系粘着剤の粘着パターン等
を含んだ構成となっていることは実施の形態１や２の場
合と同じである。
【０１１３】また、５４は、第一透明導電膜４６および
第二透明導電膜５１からの導出信号を外部回路に伝達す
るために外周部５３に接着固定されたフレキシブル配線
板で、そのテール部が外部回路（図示せず）に接続され
るものである。
【０１１４】このように構成されたタッチパネルは、色
座標ｂ*値が、－０．１のもので、黄色味がほとんど無
い無色透明に近い色相を有するものであった。
【０１１５】さらに、タッチパネルとしてのＪＩＳ  Ｋ
  ７３６１－１による全光線透過率は８３％という優れ
た全光線透過率を示すものであった。
【０１１６】これらの特性は、色相調整膜を設けたこと
に起因するものであり、その作用効果は、実施の形態１
の場合と同様であるため、詳細な説明は省略するが、本
実施の形態によるものは、第一透明基板４１と第二透明
基板４８との両方に色相調整膜を設けた構成であるた
め、その色座標ｂ*値や全光線透過率の改善効果が顕著
にできるものである。
【０１１７】さらに、第一透明基板４１を透明支持基板
４３で支持するようにしたため、強度および耐久性を向
上させたものにでき、第一および第二透明基板４１およ
び４８の不用意な撓み等も解消し、操作時等の第一と第
二透明導電膜４６と５１どうしの接触状態も安定する。
【０１１８】なお、本実施の形態における構成であって
も、分光透過率値のピークが５００ｎｍ以下に設定され
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たものを用いてタッチパネルとすると、効果的に黄色味
が低減された色合のものが実現できること、またタッチ
パネルの色座標ｂ*値としては２．０以下のものであれ
ば、表示装置に配設した時に色変動が目立ち難いものに
でき、特に、色座標ｂ*値が＋１．０以下～－２．０以
上の範囲内のタッチパネルが特に好ましいこと等は、実
施の形態１の場合と同じである。
【０１１９】なお、透明支持基板４３としては、上記に
説明したポリカーボネートシートの他には、アクリル樹
脂、メタクリル樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリシク
ロヘキサジエン系樹脂、ノルボルネン樹脂等の一般的な
押し出し成型、キャスティング成型、あるいは射出成型
によって形成されたプラスチックのシート、またはガラ
スを用いることができ、例えばその厚さは０．２～５ｍ
ｍ、好ましくは０．４～３ｍｍのものが実用的である。
【０１２０】また、アクリル樹脂系の粘着層４２として
は、第一透明基板４１と透明支持基板４３に密着性の良
いものがよく、アクリル樹脂系のものの他、シリコーン
樹脂系粘着剤等が使用でき、それらは第一透明基板４１
や透明支持基板４３に塗工したり、両面粘着テープとし
て貼り合わせたりすればよい。
【０１２１】なお、その他の部材の材料として、実施の
形態１に記載した種々のものを用いてもよい。
【０１２２】（実施の形態４）実施の形態４を用いて、
本発明の特に請求項６および７に記載の発明について説
明する。
【０１２３】以下、本発明の実施の形態についても、図
面としては構成が理解し易いように厚み方向の寸法を拡
大して示している。
【０１２４】図７は本発明の第４の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、同図において、６１は二軸
延伸ＰＥＴフィルムからなる第一透明基板で、この第一
透明基板６１上面には、屈折率１．９のＩＴＯからなる
第一透明導電膜６２が構成されていると共に、下面のア
クリル樹脂系の粘着層６３によって厚さ１．０ｍｍのポ
リカーボネートシートからなる透明支持基板６４が貼り
合わせられて支持されている。
【０１２５】そして、透明支持基板６４の下面、つまり
第一透明基板６１に貼り合わせられて支持されている面
側とは反対の面には、屈折率１．４のＳｉＯ

2
膜６５、

屈折率１．９のＩＴＯ膜６６、屈折率１．４のＳｉＯ
2

膜６７が、上記順序で重ねて構成されたものとなってい
る。
【０１２６】このＳｉＯ

2
膜６５、ＩＴＯ膜６６、Ｓｉ

Ｏ
2
膜６７が、所定の膜厚に制御されて形成された色相

調整膜となっている。
【０１２７】そして、これら第一透明基板６１、第一透
明導電膜６２、および透明支持基板６４、色相調整膜で
あるＳｉＯ

2
膜６５とＩＴＯ膜６６とＳｉＯ

2
膜６７、な

らびに粘着層６３を含む分光透過率は、４８０ｎｍに９
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４％のピークを持つものであり、ＪＩＳ  Ｋ  ７３６１
－１による全光線透過率が９２％、色座標ｂ*値は－
２．４のものである。
【０１２８】そして、第一透明導電膜６２上には、絶縁
性のエポキシ樹脂等による微小寸法のドットスペーサ６
８が所定ピッチで設けられている。
【０１２９】一方、６９は、厚さ１７５μｍの二軸延伸
ＰＥＴフィルムからなり、その下面に屈折率１．９のＩ
ＴＯからなる第二透明導電膜７０、および上面にアクリ
ル系樹脂からなる鉛筆硬度３Ｈのハードコート層７１が
構成された第二透明基板であり、この第二透明基板６
９、その上下面に形成されたハードコート層７１、第二
透明導電膜７０を含む分光透過率は特にピークを持つも
のではなく、ＪＩＳ  Ｋ７３６１－１による全光線透過
率が８８％、色座標ｂ*値は３．０のものである。
【０１３０】そして、透明支持基板６４によって支持さ
れた第一透明基板６１と第二透明基板６９とは、第一透
明導電膜６２と第二透明導電膜７０とが、約１００μｍ
の間隔を維持した絶縁状態になるようにして、外周部分
に枠状に構成されている外周部７２で接着されて対向配
置されていることは、上述の実施の形態によるものと同
じである。
【０１３１】また、７３は、第一透明導電膜６２および
第二透明導電膜７０からの導出信号を外部回路に伝達す
るために外周部７２に接着固定されたフレキシブル配線
板で、そのテール部が外部回路（図示せず）に接続され
るものである。
【０１３２】このように構成されたタッチパネルは、Ｊ
ＩＳ  Ｋ  ７３６１－１による全光線透過率が８１％、
色座標ｂ*値が＋０．６のものであり、黄色味が低減さ
れた無色透明に近い色相を有するものであった。
【０１３３】これは、実施の形態１に説明したことと同
様に、色相調整膜の機能に起因するものである。
【０１３４】また、透明支持基板６４の機能やその作用
効果、さらに本実施の形態のものによる動作も同様であ
るため説明を省略するが、本実施の形態によるものは、
色相調整膜を透明支持基板６４の下面に構成しているも
のであるため、タッチパネルを操作した際等に、色相調
整膜に余分な撓みなどの影響が最も加わり難くでき、長
期に亘って黄色味が少なく、かつ光線透過率の優れた品
格が非常に良い状態が維持できるものである。
【０１３５】また、上記のように色相調整膜を透明支持
基板６４に構成し、第一および第二透明導電膜６２およ
び７０を構成する第一および第二透明基板６１および６
９に対して独立して製作できるものであるため、各膜の
膜厚の調整・制御などが容易にでき、最適な膜質・膜厚
の色相調整膜ならびに第一および第二透明導電膜６２お
よび７０のものを容易に得ることができる。
【０１３６】また、上記に説明した事例にあっては、色
相調整膜や第一および第二透明導電膜６２および７０
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を、透明支持基板６４や第一および第二透明導電膜６２
および７０の片面のみに設けるようにしたので、その成
膜工程も簡素化でき、高品質のものを安価に得ることが
でき、これらを組み合わせて製作したタッチパネルとし
ても、黄色味が低減された品格のよいタッチパネルを比
較的安価に構成することができる。
【０１３７】なお、本実施の形態における構成であって
も、分光透過率値のピークが５００ｎｍ以下に設定され
たものを用いてタッチパネルとすると、効果的に黄色味
が低減された色合のものが実現できること、またタッチ
パネルの色座標ｂ*値としては２．０以下のものであれ
ば、表示装置に配設した時に色変動が目立ち難いものに
でき、特に、色座標ｂ*値が＋１．０以下～－２．０以
上の範囲内のタッチパネルが特に好ましいこと等は、実
施の形態１の場合と同じである。
【０１３８】なお、上記の構成の代わりに、色相調整膜
を構成した透明基板を透明支持基板６４の下面に貼り合
わせてもよく、また色相調整膜を構成した透明基板を第
一透明基板の下面あるいは第二透明基板の上面に貼り合
わせてもよい。
【０１３９】その他の部材の材料等については、実施の
形態３等に記載した種々のものを用いることもできる。
【０１４０】（実施の形態５）実施の形態５を用いて、
本発明の特に請求項８に記載の発明について説明する。
【０１４１】以下、本発明の実施の形態についても、図
面としては構成が理解し易いように厚み方向の寸法を拡
大して示している。
【０１４２】図８は本発明の第５の実施の形態によるタ
ッチパネルの断面図であり、同図において、８１は、二
軸延伸ＰＥＴフィルムからなり、その上面に屈折率１．
９のＩＴＯからなる第一透明導電膜８２を有する第一透
明基板である。
【０１４３】そして、その第一透明基板８１下面には、
アクリル樹脂系の粘着層８３が構成され、この粘着層８
３により、厚さ１．０ｍｍのポリカーボネートシートか
らなる透明支持基板８４が貼り合わされて第一透明基板
８１は支持されている。
【０１４４】この透明支持基板８４は、ポリカーボネー
トシート内に第一透明導電膜８２、および後述する第二
透明導電膜８７と補色の関係にある着色剤であるフタロ
シアニンブルーが０．１重量％含有されたものとなって
いる。
【０１４５】なお、図８においては、透明支持基板８４
中に含まれるフタロシアンニンブルーを模式的に黒点で
示している。
【０１４６】そして、これら第一透明基板８１、その上
面に形成された第一透明導電膜８２、および透明支持基
板８４、粘着層８３を含む分光透過率は４８０ｎｍに８
５％のピークを持ち、ＪＩＳ  Ｋ  ７３６１－１による
全光線透過率が８３％、色座標ｂ*値は－２．０のもの
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である。
【０１４７】そして、第一透明導電膜８２上には、絶縁
性のエポキシ樹脂等による微小寸法のドットスペーサ８
５が所定ピッチで設けられている。
【０１４８】一方、８６は、厚さ１７５μｍの二軸延伸
ＰＥＴフィルムからなり、下面に屈折率１．９のＩＴＯ
からなる第二透明導電膜８７、上面にアクリル系樹脂か
らなる鉛筆硬度３Ｈのハードコート層８８を有する第二
透明基板である。
【０１４９】これら第二透明基板８６、第二透明導電膜
８７、ハードコート層８８を含む分光透過率は特にピー
クを持つものではなく、ＪＩＳ  Ｋ  ７３６１－１によ
る全光線透過率が８８％、色座標ｂ*値は３．０のもの
である。
【０１５０】そして、この透明支持基板８４によって支
持された第一透明基板８１と第二透明基板８６とは、第
一透明導電膜８２と第二透明導電膜８７とが、約１００
μｍの間隔を維持した絶縁状態になるようにして、外周
部分に枠状に構成されている外周部８９で接着されて対
向配置され、外周部８９には、第一および第二透明導電
膜８２および８７からの導出信号を外部回路に伝達する
ためのフレキシブル配線板９０が配されている。
【０１５１】このように構成されたタッチパネルは、Ｊ
ＩＳ  Ｋ  ７３６１－１による全光線透過率が７５％、
色座標ｂ*値が＋１．０のものであり、黄色味が低減さ
れた無色透明に近い色相を有するものであった。
【０１５２】これは、透明支持基板８４に含有されてい
る着色剤に起因するものであり、その内容は実施の形態
２によるものと同様であるため、説明は省略するが、本
実施の形態によるものも、タッチパネルの色座標ｂ*値
として２．０以下のものであれば、表示装置に配設した
時に色変動が目立ち難いものにでき、特に、色座標ｂ*

値が＋１．０以下～－２．０以上の範囲内のタッチパネ
ルが特に好ましいものである。
【０１５３】なお、着色剤を含有させる透明支持基板８
４は、第一および第二透明導電膜８２および８７が構成
される第一および第二透明基板８１および８６に対して
別部材であるため、上記各膜や基板の特性の最適化が容
易に図れること等は、実施の形態４によるものの場合と
同じである。
【０１５４】さらに、透明支持基板８４に着色剤を含有
させる以外に、対応する着色剤を含有させた透明基板を
貼り合わせてもよい。
【０１５５】この場合には、着色剤を含有した透明支持
基板８４に貼り合わせて色目を調整することもできる。
【０１５６】また、対応する着色剤を含有させた透明基
板は、第一透明基板８１と透明支持基板８４の間あるい
は第二透明基板８６上面に配することもできる。
【０１５７】なお、対応する着色剤を含有させた層を構
成した透明基板を貼り合わせても良く、実施の形態２と
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同様に、透明支持基板８４等に上記層を形成するように
してもよい。
【０１５８】（実施の形態６）以下、実施の形態６を用
いて、本発明の特に請求項９に記載の発明について説明
する。
【０１５９】図９は本発明の第６の実施の形態による電
子機器としての携帯情報端末（以下ＰＤＡという）の分
解斜視図であり、同図において、９１は上部ケース９２
の下面に配された実施の形態１によるタッチパネル、９
３はタッチパネル９１の下方に配設されたＴＦＴカラー
の液晶表示素子である。
【０１６０】この液晶表示素子９３には、その上下面に
それぞれ偏光板９４が配されているが、図８において
は、下面側の偏光板９４を省略して記載している。
【０１６１】そして、９６は液晶表示素子９３の下方に
配設され、中央演算処理装置、記憶素子などの電子部品
から構成された制御回路部、９７は制御回路部９６へ電
源を供給する電池であり、これらの部材が上部ケース９
２と下部ケース９８により所定の位置関係で保持されて
おり、タッチパネル９１と液晶表示素子９３からは、そ
れらの側部から導出されたフレキシブル配線板９９、１
００によって制御回路部９６に接続されている。
【０１６２】なお、液晶表示素子９３の上下面にそれぞ
れ配された偏光板９４のＪＩＳ  Ｚ８７２９によるＬ*

ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値合計は１．６となるものを
選択して使用している。
【０１６３】上記構成の電子機器は、タッチパネル９１
上をペンまたは指で押圧操作することにより、ハンドヘ
ルド・コンピュータの動作に関わる中央演算処理装置、
記憶素子を含む制御回路部９６は、電源のＯＮ／ＯＦ
Ｆ、ソフトウエアの選択、選択されたソフトウエアの機
能などを動作させるように設定されており、また液晶表
示素子９３は上記操作に伴う各機能に対応した表示がな
されるように構成されている。
【０１６４】本実施の形態による電子機器としてのハン
ドヘルド・コンピュータは上記のように構成され、この
タッチパネル９１への操作により得られる所定信号を制
御回路部９６で判定等して所定機能を動作させるもので
ある。
【０１６５】以上の電子機器において、上記実施の形態
１によるタッチパネル９１は、上述のようにＪＩＳ  Ｚ
  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値が０．
８のものとなっており、このタッチパネル９１に、偏光
板９４が配された液晶表示素子９３を組み合わせると、
色座標ｂ*値の合計が２．４のものにでき、黄色味が低
減され、液晶表示素子９３の視認性が確保されて品格が
優れるものにできた。
【０１６６】上記判定としては、色座標ｂ*値が３．０
のタッチパネルと色座標ｂ*値が１．６の液晶表示素子
の偏光板を搭載したハンドヘルド・コンピュータ（ｂ* *
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*値合計が４．６のもの）を同様に作製して、液晶表示素
子の視認性を比較評価した結果、本実施の形態によるも
のがＴＦＴカラーの液晶表示素子９３の色相が自然で、
見やすいものであった。
【０１６７】なお、タッチパネルと液晶表示素子の偏光
板とを組み合わせた状態でｂ*値合計が３．０以下であ
れば、上記とほぼ同等の効果が期待できるものとなる。
【０１６８】なお、液晶表示素子９３としては、カラー
ＳＴＮ、モノクロＳＴＮやＴＮ方式の液晶表示素子を用
いても同様の効果が得られる。
【０１６９】また、液晶表示素子用の偏光板９４として
は、ヨウ素系偏光板や染料系偏光板を用いることができ
る。
【０１７０】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、ＪＩＳ  
Ｚ  ８７２９によるＬ*ａ*ｂ*表色系の色座標ｂ*値が
２．０以下のタッチパネルとしたため、タッチパネルの
黄色味が低減できて品格が良く、モノクロまたはカラー
表示装置上に用いても、色変動が少なく違和感の少ない
電子機器が得られるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図２】同透過率の測定状態を示す図
【図３】同第二透明基板への光の透過状態を説明する図
【図４】同分光透過率を示す図
【図５】本発明の第２の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図６】本発明の第３の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図７】本発明の第４の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図８】本発明の第５の実施の形態によるタッチパネル
の断面図
【図９】本発明の第６の実施の形態による電子機器の分
解斜視図
【図１０】従来のタッチパネルの断面図
【符号の説明】
１１、３１、４１、６１、８１  第一透明基板
１１Ａ、１６、４５、５０、６５、６７  ＳｉＯ

2
膜

１２、３２、４６、６２、８２  第一透明導電膜
１３、３３、４７、６８、８５  ドットスペーサ
１４、３４、４８、６９、８６  第二透明基板
１５、４９  ＴｉＯ

2
膜

１７、３５、５１、７０、８７  第二透明導電膜
１８、３６、５２、７１、８８  ハードコート層
１９、３７、５３、７２、８９  外周部
２０、３８、５４、７３、９０、９９、１００  フレキ
シブル配線板
４２、６３、８３  粘着層
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４３、６４、８４  透明支持基板
４４、６６  ＩＴＯ膜
９１  タッチパネル
９２  上部ケース
９３  液晶表示素子 *

22
*９４  偏光板
９６  制御回路部
９７  電池
９８  下部ケース

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図８】 【図１０】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

安装在液晶显示元件等的显示表面侧上并且能够通过与显示内容相对应
的操作来输入预定信号的触摸面板可以减小触摸面板的黄色色调，具有
良好的质量，并且可以在彩色显示装置上使用。 目的是提供颜色变化少
且不不适的产品。 具有透明导电膜的带有透明导电膜的透明基板的具有
色度调整膜的光谱透射率峰值为500nm以下的第二透明基板被用作第二
透明基板，并且第二透明基板被布置为面对第一透明基板。 然后，根据
JIS Z 8729，色坐标系的L*a*b*色坐标b*是值为2.0或更小的触摸面板。 
即使在彩色显示装置上使用时，也可以得到颜色变化少且不会感到奇怪
的触摸面板。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e3663cd7-dac2-4f8b-b167-21d34935b835
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019127640/publication/JP2003114764A?q=JP2003114764A

